
条

例 

埼
玉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
及
び
埼
玉
県
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
六
号 

 
 

 

埼
玉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
及
び
埼
玉
県
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
埼
玉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

埼
玉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
一
条
中
「
か
ん
が
み
」
を
「
鑑
み
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
二
条
第
二
項
中
「
当
該
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
記
述
等
に
よ
り
特

定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に

よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。
）
」
を
「
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。 

 
 

一 

当
該
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
記
述
等
（
文
書
、
図
画
若
し
く
は

電
磁
的
記
録
（
電
磁
的
方
式
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て

は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
を
い
う
。
）
で
作
ら
れ
る
記
録
を
い
う
。
第
六
条
第

二
項
、
第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
六
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
さ
れ
、
若
し

く
は
記
録
さ
れ
、
又
は
音
声
、
動
作
そ
の
他
の
方
法
を
用
い
て
表
さ
れ
た
一
切
の
事
項
（
個

人
識
別
符
号
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
（
他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を

識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。
） 

 
 

二 

個
人
識
別
符
号
が
含
ま
れ
る
も
の 

 
 

第
二
条
中
第
八
項
を
第
十
項
と
し
、
第
七
項
を
第
九
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
第
二
項
」

の
下
に
「
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
番
号
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」

を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
中
第
五
項
を
第
七
項
と
し
、
第
四
項
を
第
六
項
と

し
、
第
三
項
を
第
五
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

 

３ 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
個
人
識
別
符
号
」
と
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
個
人
識
別
符
号
を
い
う
。 

 

４ 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
要
配
慮
個
人
情
報
」
と
は
、
本
人
の
人
種
、
信
条
、
社
会
的
身
分
、

病
歴
、
犯
罪
の
経
歴
、
犯
罪
に
よ
り
害
を
被
っ
た
事
実
そ
の
他
本
人
に
対
す
る
不
当
な
差
別
、

偏
見
そ
の
他
の
不
利
益
が
生
じ
な
い
よ
う
に
そ
の
取
扱
い
に
特
に
配
慮
を
要
す
る
も
の
と
し

て
規
則
又
は
実
施
機
関
（
知
事
を
除
く
。
）
の
規
則
そ
の
他
の
規
程
（
以
下
「
規
則
等
」
と



い
う
。
）
で
定
め
る
記
述
等
が
含
ま
れ
る
個
人
情
報
を
い
う
。 

 
 

第
三
条
中
「
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
」
を
削
る
。 

 
 

第
四
条
中
「
か
ん
が
み
」
を
「
鑑
み
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
六
条
第
二
項
中
「
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
（
第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
六
十
八
条
に
お
い
て

「
電
磁
的
記
録
」
と
い
う
。
）
」
を
「
電
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
要
配
慮
個
人
情
報
の
取
扱
い
の
制
限
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
思

想
、
信
教
及
び
信
条
に
関
す
る
個
人
情
報
並
び
に
社
会
的
差
別
の
原
因
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る

個
人
情
報
」
を
「
要
配
慮
個
人
情
報
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
九
条
第
一
項
中
「
き
損
」
を
「
毀
損
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
三
条
第
一
項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

五
の
二 

記
録
情
報
に
要
配
慮
個
人
情
報
が
含
ま
れ
る
と
き
は
、
そ
の
旨 

 
 

第
十
三
条
第
一
項
第
十
号
中
「
規
則
又
は
実
施
機
関
（
知
事
を
除
く
。
）
の
規
則
そ
の
他
の

規
程
（
以
下
「
規
則
等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
規
則
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
十
一
号
中

「
第
二
条
第
七
項
第
二
号
」
を
「
第
二
条
第
九
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
」

を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
至
っ
た
」
の
下
に
「
と
き
、
又
は
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る

規
則
等
の
改
正
に
よ
り
第
一
項
第
五
号
の
二
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
十
七
条
第
三
号
中
「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
若
し
く
は
個
人
識
別
符
号
が
含
ま
れ
る
も
の
」

を
加
え
る
。 

 
 

第
十
八
条
第
二
項
中
「
記
述
等
」
の
下
に
「
及
び
個
人
識
別
符
号
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
三
十
五
条
中
「
又
は
情
報
提
供
者
」
を
「
若
し
く
は
情
報
提
供
者
又
は
同
条
第
八
号
に
規

定
す
る
条
例
事
務
関
係
情
報
照
会
者
若
し
く
は
条
例
事
務
関
係
情
報
提
供
者
」
に
、
「
同
法
」

を
「
番
号
法
」
に
改
め
、
「
第
二
項
」
の
下
に
「
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
番
号
法
第
二
十
六
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
三
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
二
十
八
条
」
を
「
第
二
十
九
条
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
五
十
一
条
中
「
第
二
条
第
三
項
」
を
「
第
二
条
第
五
項
」
に
改
め
、
「
。
第
五
十
三
条
に

お
い
て
同
じ
」
を
削
り
、
「
第
五
十
一
条
」
を
「
第
七
十
七
条
」
に
、
「
主
務
大
臣
の
」
を
「
個

人
情
報
保
護
委
員
会
の
権
限
及
び
同
法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
事
業

所
管
大
臣
又
は
金
融
庁
長
官
に
委
任
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
八
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
八
条
ま
で 

削
除 

 
 

第
六
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
実
施
機
関
に
お
け
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
苦
情
処

理
）
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
六
十
六
条
中
「
第
二
条
第
七
項
第
一
号
」
を
「
第
二
条
第
九
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。 



 

（
埼
玉
県
情
報
公
開
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

埼
玉
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
第
二
項
中
「
記
録
を
い
う
。
」
の
下
に
「
第
十
条
及
び
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
十
条
第
一
号
中
「
記
述
等
」
の
下
に
「
（
文
書
、
図
画
若
し
く
は
電
磁
的
記
録
に
記
載
さ

れ
、
若
し
く
は
記
録
さ
れ
、
又
は
音
声
、
動
作
そ
の
他
の
方
法
を
用
い
て
表
さ
れ
た
一
切
の
事

項
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
照
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
」
を

「
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
個
人
情
報
保
護
条
例

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
実
施

機
関
が
保
有
し
て
い
る
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
改
正
後
の

条
例
第
十
三
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
記
録
情
報
に
改
正
後
の
条
例
第
二
条
第
四
項
に
規

定
す
る
要
配
慮
個
人
情
報
を
含
む
も
の
に
つ
い
て
の
改
正
後
の
条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
保
有
し
よ
う
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
保
有
し
て
い
る
」
と
、

「
あ
ら
か
じ
め
」
と
あ
る
の
は
「
埼
玉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
及
び
埼
玉
県
情
報
公
開
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
六
号
）
の
施
行
後
遅
滞
な
く
」
と
す

る
。 

   


